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２
月
３
日
㈪
か
ら
八
街
市
公
式

ツ
イ
ッ
タ
ー
を
始
め
ま
す
。

　

公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
は
、
市
の

取
り
組
み
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
行

政
情
報
ほ
か
、
防
犯
・
防
災
に
関

す
る
情
報
な
ど
を
迅
速
に
き
め
細

八
街
市
公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
運
用
を
開
始
し
ま
す

か
く
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
フ
ォ
ロ
ー
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
秘
書
広
報
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
２

　

市
で
は
、
令
和
２
年
度
〜
６
年

度
の
５
年
間
に
お
け
る
幼
児
期
の

学
校
教
育
・
保
育
子
育
て
支
援
を

総
合
的
、
計
画
的
に
進
め
る
た
め
、

第
２
期
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
計
画
の
策
定
作
業
を
進
め
て
い

ま
す
。

　

こ
の
計
画
に
対
し
て
、
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
広
く
意
見
を
お
伺
い

す
る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
手
続
き
を
実
施
し
ま
す
。

募
集
期
間

　

２
月
３
日
㈪
〜
３
月
４
日
㈬

閲
覧
場
所
・
日
に
ち

・
子
育
て
支
援
課

（
祝
日
を
除
く
月
曜
〜
金
曜
日
）

・
市
役
所
玄
関
ロ
ビ
ー

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
）

・
中
央
公
民
館
（
開
館
日
）

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

八
街
市
教
育
振
興
基
本
計
画
改
定
（
案
）
の
意
見
を
募
集

意
見
を
提
出
で
き
る
方

・
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

・
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
を
有

　

す
る
個
人
・
法
人
・
団
体

意
見
の
提
出
方
法

　

氏
名
、
団
体
名
（
所
属
し
て
い

る
場
合
の
み
）、
住
所
、
電
話
番

号
を
市
指
定
の
書
面
に
記
入
し
、

子
育
て
支
援
課
へ
持
参
・
郵
送
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送

の
場
合
は
、
３
月
４
日
㈬
必
着
）

提
出
先

〒
２
８
９
‐
１
１
９
２

　

八
街
市
八
街
ほ
35
番
地
29

　
　

４
４
３
‐
１
７
４
２

　
　

kosodate@city.yachimata.lg.jp

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

　

教
育
委
員
会
で
は
、  

「
八
街
市

教
育
振
興
基
本
計
画
」
を
策
定
し
、

教
育
振
興
に
関
す
る
計
画
的
な
施

策
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

計
画
期
間
は
、
平
成
26
年
度
〜

令
和
６
年
度
の
11
年
間
の
計
画
期

間
の
う
ち
、
令
和
２
年
度
か
ら
後

期
５
年
間
の
内
容
の
見
直
し
を
行

い
ま
す
。

　

本
計
画
の
改
定
（
案
）
に
対
し

て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
ご

意
見
を
伺
う
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

募
集
期
間

　

２
月
６
日
㈭
〜
３
月
６
日
㈮

閲
覧
場
所
・
日
に
ち

・
教
育
総
務
課

（
祝
日
を
除
く
月
曜
〜
金
曜
日
）

・
市
役
所
ロ
ビ
ー

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
）

・
中
央
公
民
館
（
開
館
日
）

第
２
期
八
街
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

対
す
る
意
見
を
募
集

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
提
出
が
で
き
る
方

・
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

・
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
・
法

　

人
・
そ
の
他
の
団
体
が
あ
る
方

・
本
案
件
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

意
見
の
提
出
方
法

　

氏
名
、
団
体
名
（
所
属
し
て
い

る
場
合
の
み
）、
住
所
、
電
話
番

号
を
市
指
定
の
書
面
に
記
入
し
、

教
育
総
務
課
へ
持
参
、
郵
送
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で

提
出
す
る
か
、
閲
覧
場
所
に
設
置

す
る
意
見
投
函
箱
へ
投
函
。

提
出
先

〒
２
８
９
‐
１
１
９
２

　

八
街
市
八
街
ほ
35
番
地
29

　
　

４
４
３
‐
１
４
４
８

　
　

kyousou@city.yachimata.lg.jp

問
教
育
総
務
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
４
２

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
交
付

65
歳
以
上
の
方
で
要
支
援
・
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、

各
種
障
害
者
手
帳
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
の
要
件
に
該
当
し
、

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
交

付
を
受
け
る
こ
と
で
確
定
申
告
や

市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
際
、

障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

認
定
書
交
付
要
件

・
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け

　

て
い
る
方

・
当
該
年
に
お
い
て
認
定
の
有
効

　

期
間
が
あ
る
方
（
有
効
期
間
は

12
月
31
日
ま
で
）

※
対
象
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
る

場
合
は
、
死
亡
日
が
認
定
の
有
効

期
間
内
で
あ
る
こ
と
。

　

た
だ
し
、
要
件
を
満
た
し
て
い

て
も
、
そ
の
状
態
区
分
に
よ
り
認

定
書
を
交
付
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
高
齢
者
福

祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。　

問
高
齢
者
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
９
１

　

パ
ス
ポ
ー
ト
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
を
申
請
さ
れ
る
方
の

利
便
性
向
上
の
た
め
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
型
の
自
動
証
明
写
真
機
を
設

置
し
ま
し
た
。

時
平
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

場
第
１
庁
舎
受
付
脇

自
動
証
明
写
真
機
を
設
置
し
ま
し
た

費
美
肌
撮
影　
　
　
　

８
０
０
円

　

プ
レ
ミ
ア
ム
撮
影　

１
０
０
０
円

※
プ
レ
ミ
ア
ム
撮
影
は
、
背
景
を

８
色
か
ら
選
択
で
き
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申

請
書
を
お
持
ち
の
方
は
、
写
真
撮

影
し
、
そ
の
ま
ま
交
付
申
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
市
民
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
２
０

　

フ
リ
ス
ビ
ー
（
フ
ラ
イ
ン
グ
デ

ィ
ス
ク
）
を
投
げ
て
、
バ
ス
ケ
ッ

ト
の
形
を
し
た
ゴ
ー
ル
に
何
回
目

で
入
れ
ら
れ
る
か
を
競
う
ス
ポ
ー

ツ
で
す
。

時
２
月
23
日
㈰
・
３
月
８
日
㈰

　

各
日
午
前
10
時
〜
正
午

（
雨
天
中
止
）

デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
を
や
っ
て
み
よ
う

場
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

※
会
場
は
、
当
日
ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
窓
口
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

費
無
料

申
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
に
電
話
で
申

　

し
込
み
。（
当
日
の
申
し
込
み
可
）

問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
６
５

　

令
和
元
年
台
風
15
号
か
ら
10
月

25
日
の
大
雨
ま
で
の
一
連
の
災
害

に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
に
対
し
て
、

県
内
外
の
皆
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
義
援
金
を
、
千
葉
県
災
害
義
援

金
配
分
委
員
会
に
お
い
て
決
定
し

た
基
準
に
よ
り
配
分
し
ま
す
。

令
和
元
年
千
葉
県
災
害
義
援
金
の
ご
案
内

　

対
象
は
、
人
的
被
害
（
死
亡
・

重
傷
者
）
、
住
家
被
害
（
全
壊
・

半
壊
・
床
上
浸
水
・
一
部
損
壊
）

を
受
け
ら
れ
た
方
で
、
り
災
証
明

を
受
け
た
世
帯
主
に
な
り
ま
す
。

問
総
務
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
３

　

購
入
さ
れ
た
八
街
市
プ
レ
ミ
ア

ム
付
商
品
券
の
使
用
期
限
は
、
２

月
29
日
㈯
で
す
。
期
限
を
過
ぎ
る

と
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
で
、
商

品
な
ど
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
ご

八
街
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
ご
使
用
は
お
早
め
に

使
用
く
だ
さ
い
。

　

未
使
用
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
は
、
払
い
戻
し
で
き
ま
せ
ん
。

問
八
街
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

　

担
当

　

☎
４
４
３
‐
４
５
１
１

令和２年新成人と市長
との懇談会を開催

　令和元年12月８日㈰、中
央公民館で成人式実行委員
の皆さんと北村市長との懇
談会が行われました。
　懇談では、市内の歩道・
街灯の整備や公共交通機関
の充実と高齢ドライバー問
題、小谷流温泉の森の湯Ｐ
Ｒについて語り合いました。

北村市長と
成人式実行委員の皆さん

問
Eメール FAX

問

Eメール FAX
問問

時場

費問

時

場問 費申問

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


